
地方税法・地方自治法関係

NO 市町村名

1 川口市

NO 市町村名

1 本庄市

NO 市町村名

1 狭山市

2 日高市

3 入間市

4 飯能市

5 ⽑呂山町

6 越生町

NO 市町村名

1 さいたま市

NO 市町村名

1 羽生市

共有不動産については、地方税により、納税者が連帯して納付する義務を背負うことから、固定資産全体にかかる納付書を送付しておりま
す。

要望項目

(1)共有不動産の持ち分に応じた（固定資産税等の）納付規定
要望地区

川口

回答及び反応

重要課題と考えます。

要望項目

(2)固定資産税・都市計画税納税通知書へ「空き家バンクチラシ」の封入
要望地区

本庄

回答及び反応

前向きに検討いたします。

要望項目

(3)⽼朽空き家除却助成⾦及び除却後の固定資産税減免措置
要望地区

彩⻄

回答及び反応

要望項目

個⼈の財産に関するものであり、税⾦は使えません。

空き家の調査を含め対策を検討中です。

固定資産税の減免でなく、その分を補助⾦として対応できないか検討しています。

⽑呂山町で現在補助事業として実施しております。財源が無くなれば今後はわかりません。

内容の説明をしました。

要望項目

(4)さいたま市役所移転の是⾮について住⺠投票の実施
要望地区

さいたま浦和、大宮、埼葛

回答及び反応

別所沼周辺・北浦和までの広域にわたる再開発の⼀環として、また、PFI（⺠間資⾦等活⽤事業）・PPP（官⺠連携事業）等なるべくコ
ストをかけない方法、定期借地による市庁舎借上げ案や豊島区役所の例なども参考に検討を進めてまいります。

(5)宅地建物に関する消費者負担増が、発⽣する条例等の改正があった場合
要望地区

北埼

回答及び反応

市広報や市ホームページ等により速やかに周知を図ります。


